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●児童福祉法（抄） 

(昭和２２年１２月１２日) 

(法律第１６４号) 

(最終改正：平成２３年８月３０日) 

第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。  
２  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。  
 
第十二条の六  保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。  
一  児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。  
二  児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。  
三  身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。  
四  児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。  
２  児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協
力を求めることができる。  

 

●児童福祉施設最低基準（抄） 
(昭和２３年１２月２９日) 

(厚生省令第６３号) 

(最終改正：平成２３年１０月７日) 

（最低基準の目的）  

第二条  最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員（児童福祉施設の長を含む。以下同じ。）の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応す

るように育成されることを保障するものとする。  

 

（最低基準と児童福祉施設）  

第四条  児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。  

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備

又は運営を低下させてはならない。  

 

（児童福祉施設の一般原則）  

第五条  児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行

わなければならない。  

２ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営

の内容を適切に説明するよう努めなければならない。  

３ 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。  

４ 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。  

５ 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考

慮を払つて設けられなければならない。  



 

－2－ 

（衛生管理等）  

第十条  児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。  

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。  

３ 児童福祉施設（助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。）においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔

を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。  

４ 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。  

 

（食事）  

第十一条  児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ。）において、入所している者に食事を提供する

ときは、当該児童福祉施設内で調理する方法（第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社

会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）により行わなければならない。  

２ 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所し

ている者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。  

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜

好を考慮したものでなければならない。  

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環

境の下で調理するときは、この限りでない。  

５ 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。  

 

（入所した者及び職員の健康診断）  

第十二条  児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。）

の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校

保健安全法 （昭和三十三年法律第五十六号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。  

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健

康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる

健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健康診断 入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

 

３ 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入す

るとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停止する等必要

な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。  

４ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わ

なければならない。 
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●健康増進法（抄） 
（平成１４年８月２日） 

（法律第１０３号） 

(最終改正：平成２３年８月３０日) 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著

しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の

栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 （略） 

 二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を

行うこと。 

 三 （略） 

２ （略） 

 

（栄養指導員） 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に

係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の

職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。 

 

（特定給食施設の届出） 

第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして

厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所

在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以

内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

（特定給食施設における栄養管理） 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県

知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食

施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

３ 特定給食施設の設置者は、第二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行

わなければならない。 
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（指導及び助言） 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確

保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（勧告及び命令） 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に

違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があると

きは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができ

る。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置

をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

（立入検査等） 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると

認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該

施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 一 第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

 二 （略） 

 

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

 一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 二 （略） 

 

第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前

二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 
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●健康増進法施行規則（抄） 
（平成１５年４月３０日） 

（厚生労働省令第８６号） 

(最終改正：平成２１年８月２８日) 

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条、第二十条

第一項、第二十一条、第二十六条第一項、同条第二項及び第五項(第二十九条第二項において準用

する場合を含む。)並びに第三十一条第一項並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、並び

に同法を実施するため、健康増進法施行規則を次のように定める。 

 

(特定給食施設) 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百

五十食以上の食事を供給する施設とする。 

 

(特定給食施設の届出事項) 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務

所の所在地及び代表者の氏名) 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

 

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定) 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食

以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施

設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの 

 

(特定給食施設における栄養士等) 

第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければなら

ない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者

は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければ

ならない。 
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(栄養管理の基準) 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状

況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づ

き、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これら

の評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成

するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利

用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定

めるところによること。 
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●佐賀県健康増進法施行細則（抄） 
（平成１５年４月３０日） 

（佐賀県規則第四４２号） 

 

(目的) 

第一条 この規則は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)、健康増進法

施行令(平成十四年政令第三百六十一号)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八

十六号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(特定給食施設の事業の開始届出等) 

第二条 法第二十条第一項の規定による事業の開始の届出は、様式第一号によるものとする。そ

の事業を休止した後、再開したときも、同様とする。 

 

(届出事項の変更及び事業の休止又は廃止の届出) 

第三条 法第二十条第二項の規定による届出は、届出事項の変更の場合にあっては様式第二号

に、事業を休止し、又は廃止した場合にあっては様式第三号によるものとする。 

 

(栄養報告書の作成等) 

第四条 特定給食施設の設置者は、毎年五月及び十一月に実施した給食について別に定める栄養

報告書を作成し、それぞれ翌月の十日までに当該特定給食施設の所在地を管轄する保健福祉事

務所長に提出しなければならない。 

(平一八規則二八・一部改正) 

 

(献立表等の作成等) 

第五条 特定給食施設の設置者は、献立表その他栄養管理のために必要な書類として別に定める

書類(以下「献立表等」という。)を作成し、三年間保存しなければならない。 

２ 前項の献立表等は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

(書類の経由) 

第六条 法の規定により厚生労働大臣又は知事に提出する書類は、特定給食施設及び営業所の所

在地を管轄する保健福祉事務所長を経由して提出しなければならない。 

(平一八規則二八・一部改正) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。 

(栄養改善法施行細則の廃止) 

2 栄養改善法施行細則(昭和三十三年佐賀県規則第四十二号)は、廃止する。



 

－8－ 

様式第１号（第２条関係） 
 

特定給食施設開始（再開）届 
 

年  月  日  
佐賀県知事          様 

 
設置者 住 所      

氏 名           ○印  

法人にあっては、その名称及び主たる 
事務所の所在地並びに代表者の氏名 

 
次のとおり給食を開始（再開）しました。 

 
 
１ 給食施設の名称及び所在地 
 
 
 ２ 管理者の氏名 
 
 
３ 給食施設の種類（該当する区分に●印を付けること） 
  ・学校  ・病院  ・介護老人保健施設   ・老人福祉施設  ・児童福祉施設  

・社会福祉施設   ・事業所  ・寄宿舎  ・矯正施設    ・自衛隊   
・一般給食センター ・その他（              ） 
 

４ 給食開始（再開）年月日 
 
５ １日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 
   
  （１）定員又は定床（       ） 
 
  （２）食数 
 

区 分 朝 昼 夕 その他 計 

食 数      

注 予定給食数が曜日及び区分によって異なる場合は別に記入すること。 
 
６ 管理栄養士及び栄養士の員数 
 

区 分 管理栄養士 栄養士 

員 数   

 
＊ お預かりした個人情報は、適正な事務処理のために使い、ご本人の承諾なしに第三者に提
供することはありません。詳しくは、佐賀県プライバシーポリシーをご参照ください。 



 

－9－ 

様式第２号（第３条関係） 
特定給食施設変更届 

年  月  日  
佐賀県知事          様 

 
 

設置者 住 所      

氏 名           ○印  

法人にあっては、その名称及び主たる 
事務所の所在地並びに代表者の氏名 

 
 
次のとおり給食内容を変更しました。 

 
１ 変更年月日        年   月   日 
 
２ 変更事項 

項 目 新 旧 

給
食
施
設 

名 称 
 
 

 

所在地 

 
 

 

管 理 者 の 氏 名 
  

給食施設の種類   

 
 
１日の予定給食数及び各
食ごとの予定給食数 

 
 

食数が曜日及び区分に 
よって異なる場合は別 
に記入すること。 
 
 
 

定員又は定床（       ） 

区 分 食 数 

朝  

昼  

夕  

その他  

計  

定員又は定床（       ） 

区 分 食 数 

朝  

昼  

夕  

その他  

計  

管理栄養士及び 
栄養士の員数 

 

区 分 員数 

管理栄養士  

栄士  

 

区 分 員 数 

管理栄養士  

栄養士  

 
＊ お預かりした個人情報は、適正な事務処理のために使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供
することはありません。詳しくは、佐賀県プライバシーポリシーをご参照ください。 



 

－10－ 

様式第３号（第３条関係） 
 

特定給食施設廃止（休止）届 
 

年  月  日  
 
 
佐賀県知事          様 

 
 

設置者 住 所      

氏 名           ○印  

法人にあっては、その名称及び主たる 
事務所の所在地並びに代表者の氏名 
 

 
 
 
 

 
次のとおり給食を廃止（休止）しました。 
 
 
１ 給食施設の名称及び所在地 
 
 
２ 管理者の氏名 
 
 
３ 給食廃止（休止）年月日 
 
 
４ 廃止（休止）の理由 
 
 
５ 休止の場合は再開予定年月日 
 
 
  
 
＊ お預かりした個人情報は、適正な事務処理のために使い、ご本人の承諾なしに第三者に提
供することはありません。詳しくは、佐賀県プライバシーポリシーをご参照ください。
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●健康増進法等の施行について(特定給食施設関係) 
(平成１５年４月３０日) 

(健習発第０４３０００１号) 
 
健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）は平成１４年８

月２日に、健康増進法の施行期日を定める政令（平成１４年政令第３６０号）及び
健康増進法施行令（平成１４年政令第３６１号。以下「政令」という。）は平成１
４年１２月４日に、健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号。以下
「規則」という。）は平成１５年４月３０日に公布され、いずれも平成１５年５月
１日から施行することとされたところである。その趣旨等は、平成１５年４月３
０日付け健発第０４３０００１号、食発第０４３０００１号をもって通知された
ところであるが、運用の細目は下記のとおりであるので、御了知の上、遺憾のない
よう取り扱われたい。 
なお、特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県（政令市及び特別区を含

む。以下同じ。）の自治事務（地方自治法第２条第８項）であり、本通知は、地方
自治法第２４５条第１項の技術的助言であることを付言する。 
また、平成１５年５月１日付けをもって、昭和２８年２月２日付け衛発第６０

号、昭和６３年１２月２７日付け発健医第２７９号及び健医発第１４５７号、平
成元年１月１０日付け健医健発第１号並びに平成８年４月３０日付け健医発第５
４５号及び第５４６号通知は廃止する。 
 

記 

 
第１ 法令の規定の趣旨 
 
１ 特定給食施設の届出（法第２０条及び附則第３条並びに政令附則第３条） 

健康増進法を制定することに伴い、法附則第２条の規定による廃止前の栄養
改善法（昭和２７年法律第２４８号。以下「栄養改善法」という。）の「集団
給食施設」を「特定給食施設」に用語を見直すとともに、都道府県が給食施設
を把握することにより、適切な栄養管理のための指導助言を行うことができる
ように、該当する施設設置者の届出が義務づけられたものである。 
なお、法の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、法の施行の日から

３月を経過する日までの間は、届出を行わずに、引き続きその事業を行うこと
ができることとされ、法の施行の際現に規則第６条に定める事項について都道
府県知事（政令市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）に届け
出ているものは、既にこの届出をした者とみなすこととされた。 

２ 特定給食施設における栄養管理（法第２１条） 
栄養改善法第９条の２の規定を法第２１条に引き継ぐとともに、給食施設の

栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法に位置づけられ、特定給
食施設の設置者の遵守義務が規定されたものである。 

 
 
 
３ 特定給食施設に対する監督（法第２２条から第２４条まで、法第３７条及び
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第３８条） 
栄養改善法において、一定の給食施設に対して、管理栄養士の配置義務が定

められていた。法においては、これに加え、①管理栄養士の配置義務に違反し
た場合、及び②栄養管理基準に違反した場合には、都道府県知事が勧告を行う
ことができることが規定され、また、正当な理由なくして勧告に係る措置をと
らなかった場合、都道府県知事が措置命令を行うことができることとされた。
さらに、この措置命令に違反した場合の罰則（５０万円以下の罰金）が設けら
れた。栄養改善法においては、都道府県知事による指導・報告徴収の権限が規
定されていたが、新たに立ち入り検査の権限が規定されるとともに、虚偽報告、
検査妨害等に対する罰則（３０万円以下の罰金）が設けられたものである。 
 

第２ 栄養管理及び指導の強化 
 
１ 特定給食施設の届出 

特定給食施設に対する指導を効率的に行う観点から、関係施設の管理者等の
理解と協力を得ながら、法２０条の届出が十分行われるよう対応すること。 
 

２ 都道府県が行う給食施設指導の重点事項 
(1) 都道府県は、法第１８条第１項第２号に基づき、給食施設に対して栄養効
果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調
理方法の改善等について必要な援助及び指導を行うこと。特に、特定給食施
設であって栄養士を置かないものには、栄養指導員により実地指導するよう
努めること。 

(2) 都道府県知事は、管理栄養士の配置義務又は栄養管理基準による栄養管
理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該給食施設について
栄養管理の見地から必要に応じて栄養指導員に必要な指導及び助言をさせ
ること。 

(3) 都道府県が行う給食施設に対する栄養管理及び指導については、その効
果的な実施に資するため、栄養管理上指導の必要性が高い給食施設に対して
重点的かつ計画的に行うこと。 

 
３ 計画的な指導及び記録 
(1) 都道府県が行う特定給食施設等に対する指導は、年間を通じて計画的に
行う個別指導（巡回指導等）とともに、必要に応じて集団指導を併せて行う
こと。 

(2) 個別指導の実施に当たっては、特定給食施設栄養報告書等の記録を十分
活用すること。また、指導後には、特定給食施設栄養指導票等を発行すると
ともに事後の指導の資料として活用を図ること。 

(3) 特定給食施設等には直営方式・委託方式等運営形態の違うものや多種の
給食施設があるが、指導に当たってはこれらを十分考慮して行うこと。 
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第３ 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定について 
 
１ 法第２１条第１項の指定の対象施設について 

法第２１条第１項の規定により管理栄養士を置かなければならない特定給
食施設として、規則第７条に、 
・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続
的に１回３００食以上又は１日７５０食以上の食事を供給するもの（第７条
第１号） 

・それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設で
あって、継続的に１回５００食以上又は１日１５００食以上の食事を供給す
るもの（第７条第２号） 

が規定されたが、これらの施設を指定する場合の運用の留意点は以下のとおり
である。 
 

(1) 規則第７条第１号の指定の対象施設（一号施設）について 
ア 規則第７条第１号に掲げる特定給食施設（以下「一号施設」という。）と
は、病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって１回３０
０食以上又は１日７５０食以上の食事を供給するものをいうこと。 

イ なお、一号施設は、許可病床数３００床以上の病院又は入所定員３００人
以上の介護老人保健施設に設置されている特定給食施設（一の特定給食施設
が病院及び介護老人保健施設並びにこれら以外のものを対象として食事を
供給する場合（病院及び介護老人保健施設のみを対象として食事を供給する
場合を含む。）には、当該特定給食施設が給食の対象とする病院許可病床数
及び介護老人保健施設の入所定員の合計が３００以上とする。）をいうこと。 

 
(2) 規則第７条第２号の指定の対象施設（二号施設）について 
ア 規則第７条第２号に掲げる特定給食施設（以下「二号施設」という。）と
は、 
・生活保護法第３８条に規定する教護施設及び更生施設 
・老人福祉法第５条の３に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及
び軽費老人ホーム 

・児童福祉法第３７条に規定する乳児院、同法第４１条に規定する児童養護
施設、同法第４２条に規定する知的障害児施設（病院であるものを除く。）、
同法第４３条に規定する盲ろうあ児施設（難聴幼児通園施設であるものを
除く。）、同法第４３条の３に規定する肢体不自由児施設（肢体不自由児
療護施設に限る。）、同法第４３条の５に規定する情緒障害児短期治療施
設、同法第４４条に規定する児童自立支援施設 

・心身障害者福祉協会法第１７条第１項第１号の規定により心身障害者福
祉協会の設置する福祉施設 

・身体障害者福祉法第２９条に規定する身体障害者更生施設（通所部門を除
く。）、同法第３０条に規定する身体障害者療護施設、同法第３１条に規
定する身体障害者授産施設（通所施設及び通所部門を除く。） 

・事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等（以下「事業所等」という。）であ
って、１回５００食以上又は１日１５００食以上の食事を供給するものを
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いうこと。 
イ  一の特定給食施設が一号施設及び二号施設又は複数の二号施設を対象と
して食事を供給する場合にあっては、(1)イに該当する場合を除き、これら
の施設に供給する食事数の合計が１回５００食以上又は１日１５００食以
上である場合には、二号施設とみなされること。 
この場合、病院又は介護老人保健施設に対し１回に供給する食事数につい

ては、許可病床数又は入所定員数（１日に供給する食事数については、許可
病床数又は入所定員数の３倍の数）とみなして取り扱うものとすること。 

ウ  一号施設及び二号施設以外のものをも対象として食事を供給する特定給
食施設にあっては、(1)イに該当する場合を除き、一号施設及び二号施設に
供給する食事数が１回５００食以上又は１日１５００食以上である場合に
は、二号施設とみなされること。 
この場合、病院及び介護老人保健施設に対し供給する食事数の算定の方法

については、イの後段で示した取扱いに準じて取り扱うこと。 
 
(3) その他社会福祉施設等に食事を供給する特定給食施設について 
ア  一の特定給食施設が法令等により栄養士を必置とされている複数の社会
福祉施設及び児童福祉施設（以下「社会福祉施設等」という。）に限り食事
を供給するものにあっては、それぞれの社会福祉施設等に配置されている栄
養士が各施設において栄養業務を行っていることに鑑み、一の社会福祉施設
等に供給される食事数が１回５００食以上又は１日１５００食以上となる
ものがある場合には、二号施設とみなされること。 

イ 事業所等に対し食事を供給する特定給食施設にあっては、当該給食施設に
より事業所等に供給される食事が主として事業所等に勤務又は居住する者
により喫食され、かつ、事業所等で勤務又は居住する者の概ね８割以上が当
該給食施設で供給する食事を喫食するものであって１回５００食以上又は
１日１５００食以上供給する場合、二号施設とみなされること。 

 
２ 指導の在り方について 

法第２１条第１項の指定の対象に該当する施設（以下「該当施設」という。）
の設置者に対する指導に当たっては、管理栄養士未配置の該当施設に対しては、
管理栄養士配置計画の作成を求めるなどにより管理栄養士配置に向けての自
発的な取組をまずは促すこと。 
また、既に栄養士が配置されている該当施設への指導にあっては、被用者の

身分の安定、雇用者の負担等の観点から当該栄養士に管理栄養士の資格の取得
を促すなどの指導を行うよう留意すること。 
なお、今回の法制定により、上述のとおり、管理栄養士の配置義務に違反し

た場合、都道府県知事が勧告を行うことができることとされ、正当な理由なく
して勧告に係る措置をとらなかった場合、都道府県知事が措置命令を行うこと
ができることとされた。 
さらに、この措置命令に違反した場合は、５０万円以下の罰金が科されること
とされた。都道府県におかれては、当該地方公共団体の管理栄養士の配置状況
等に応じ、必要な対応を図られたい。 
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３ 指定の様式等について 
指定は、原則として随時行うことができるが、業務の効率化のため現行の栄

養状況報告、病院報告等の結果を踏まえて一斉に行うことも差し支えないこと。
指定に当たっては、施設の名称及び所在地、施設の設置者の氏名及び住所（法
人にあっては、施設の代表者の氏名）、施設の種類（病院、介護老人保健施設
等）を記入した通知書を指定を行った施設の設置者に交付すること。 
また、指定後食事数の減少等により指定の基準に達しなくなった場合は、指

定の取消を行うこと。この際、指定を行った施設の設置者に指定基準に合致し
なくなった旨の関係書類を提出するよう指導すること。 
 

第４ 特定給食施設等における栄養管理基準 
 

規則第９条に、法第２１条第３項に基づく特定給食施設等における栄養管理
基準が定められたところであるが、その運用の詳細は以下のとおりである。 
 

１ 身体の状況、栄養の状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価（規則１
号） 

利用者の身体の状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基
づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供に努め、品質管理（提供
する食事の量と質について計画を立て、その計画どおりに調理及び提供が行
われたか評価を行い、その評価に基づき、食事の品質を改善することをいう。）
を行うよう努めること。 
(1) 個々人の栄養状態等の評価に応じて食事を提供する必要があることから、
定期的に適当な熱量及び栄養素の量を把握するよう努めること。 

(2) 個々人の性、年齢、栄養状態及び病状等に基づき、喫食者に与えること
が適当な熱量及び栄養素の量（以下「給与栄養量」という。）の目標を設定
するよう努めること。なお、給与栄養量の目標は、喫食者の栄養状態等の状
況を踏まえ、定期的に見直すよう努めること。 
ア学校、事業所等にあっては、喫食者の性、年齢、生活活動強度別人員構成
に基づき、年齢階級等の別に給与栄養量の目標を設定しても差し支えな
いこと。 

イ病院等にあっては、喫食者の栄養状態、病状、治療状況等に配慮した給与
栄養量の目標を設定し、栄養管理を計画するよう努めること。 

(3) 提供した食事とその摂取の実態から、目標の達成度を調べ、その後の目
標設定に役立てるよう、品質（提供される食事量、熱量及び栄養素の量、温
度、形状等）の管理とその評価に努めること。具体的には、利用者の食事量
（盛りつけ量）、摂取量又は残食量等を把握し、関連する各項目について総
合的に判断すること。 

 
２ 食事の献立（規則第２号） 
(1) 献立の作成 
ア 献立の作成にあたり、喫食者の給与栄養量が確保できるよう、施設にお
ける献立作成基準を作成するよう努めること。 

イ 食事の内容は、喫食者の身体の状況、栄養状態、生活習慣、病状、治療
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状況、摂取量、嗜好等を考慮するよう努めること。 
ウ 献立の作成は、一定期間（一週間、旬間、一か月）を単位に予定献立を
作成するよう努めること。なお、献立実施時に変更が生じた場合には、献
立に明示するよう努めること。 

エ 献立は、喫食者に魅力ある給食とするため、各料理の組合せのほか、各
地域の特色や季節感、行事食等を取り入れ、変化に富んだ献立とするよう
努めること。 
また、喫食者の病状、食事の摂取量、嗜好等を定期的に調査し、献立に反
映するよう努めること。 

(2) 複数献立や選択食(カフェテリア方式)のように、喫食者の自主性により
料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示するよう
に配慮するよう努めること。 

 
３ 栄養に関する情報の提供（規則第３号） 
(1) 喫食者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養
成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 

(2) 給食は、喫食者が正しい食習慣を身につけ、より健康的な生活を送るた
めに必要な知識を習得する良い機会であり、各々の施設に応じ喫食者等に
各種の媒体を活用するなどにより知識の普及に努めること。 

(3) 食事を提供する前に、あらかじめ、献立を喫食者に示すこと。 
 
 
４ 書類の整備（規則第４号） 
(1) 栄養管理関係業務を適切に実施し、その内容を評価するために、上記の
業務の内容が確認できるよう、献立表のみならず、喫食者の性、年齢、給与
栄養量の目標量、推定栄養摂取量等の帳簿を適宜作成し、当該施設に整備す
ること。なお、実施献立には、熱量及び栄養素、食品群別重量等を記録し保
存するよう努めること。 

(2) 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託
契約書等を備えること。 

 
５ 衛生管理（規則第５号） 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭
和二十二年法律第二百三十三号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９
年３月２４日衛食第８５号生活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理
マニュアル」その他関係法令等の定めるところによること。 

 
第５ その他 
 
法の施行の日までに発翰された旧厚生省及び厚生労働省の各職による通知中

「集団給食施設」とあるのは、「特定給食施設」とされているものとみなす。 
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●保育所における食事の提供について 

(平成２２年６月１日) 

(雇児発０６０１第４号) 

 

保育所における食事の提供に関して、施設外で調理し搬入すること(以下「外

部搬入」という。)については、構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)第

3 条に基づく構造改革特別区域基本方針(平成 15 年 1 月 24 日閣議決定)別表 2 の

「920 公立保育所における給食の外部搬入の容認事業」(厚生労働省関係構造改

革特別区域法第 2 条第 3 項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受

ける特定事業を定める省令(平成 15 年厚生労働省令第 132 号。以下「特区省令」

という。)第 1 条により措置)により、特例措置が講じられてきたところである

が、当該特例措置については、「構造改革特別区域において講じられた規制の特

例措置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後の政府の対応方針」

(平成 22 年 3 月 25 日構造改革特別区域推進本部決定)において、「3 歳以上児に

対する給食については、特区における規制の特例措置の内容・要件のとおり、全

国展開を行うこと。」とされたところである。 

今般、この決定を踏まえ、これまで構造改革特別区域(以下「特区」という。)

において行われてきた当該特例措置については、下記のとおり、本日公布、即日

施行された「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」(平成 22 年厚生労

働省令第 75 号。以下「改正省令」という。)により、満 3 歳以上の児童に対する

食事の提供に限り、公立・私立を問わず全国展開することとし、満 3 歳に満たな

い児童に対する食事の提供については、引き続き、特区の認定を申請し、その認

定を受けた場合に限り、外部搬入を認めることとした。 

保育所における食事の提供について外部搬入を行うに当たっては、本通知の事

項に御留意のうえ、その適正な実施に特段の御配慮をお願いしたい。また、本通

知の発出に伴い、平成 20 年 4 月 1 日雇児発第 0401002 号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知「構造改革特別区域における「公立保育所における給食の外部

搬入方式の容認事業」について」(参考 1)については、廃止する。 

なお、本通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定

する技術的助言として発出するものであることを申し添える。 
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記 

Ⅰ 改正省令の概要 

1 改正の趣旨 

これまで保育所における食事の提供については、特区の認定を申請し、その認

定を受けた公立保育所に限り、外部搬入を認めることとしていたが、満 3 歳以上

の児童に対する食事の提供に限り、公立・私立を問わず全国展開することとし、

満 3 歳に満たない児童に対する食事の提供については、引き続き、特区の認定を

申請し、その認定を受けた場合に限り、外部搬入を認めることとするものであ

る。また、併せて、所要の改正を行うものである。 

2 児童福祉施設最低基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「最低基準」とい

う。)の改正内容(改正省令第 1 条関係) 

以下の要件を満たす保育所においては、満 3 歳以上の児童に対する食事の提供

について、外部搬入を実施することができること。(最低基準第 32 条の 2 関係) 

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生

面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者と

の契約内容が確保されていること。 

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等につい

て栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が

行われること。 

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生

面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギ

ー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及

び時機に適切に応じることができること。 

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程

に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供

するよう努めること。 

3 特区省令の改正内容(改正省令第 3 条関係) 

特区における公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業の対象を満 3

歳に満たない児童のみとすること。(特区省令第 1 条関係) 

なお、今般の改正の施行前に、既に満 3 歳に満たない児童について、特区の認

定を受けている地方公共団体については、改めて認定を受ける必要はないもので

あること。 
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Ⅱ 外部搬入実施に当たっての留意事項 

外部搬入を実施するに当たっては、最低基準第 32 条の 2 又は特区省令第 1 条

に規定する要件を満たす必要があること。また、この場合に、次の 1 から 4 まで

に留意すること。なお、満 3 歳以上の児童に対する食事の提供について外部搬入

を実施するに当たっては(これまで特区で実施していた場合を含む。)、児童福祉

法(昭和 22 年法律第 164 号)第 35 条第 3 項に規定する届出、児童福祉法施行規則

(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 37 条第 2 項に規定する申請又は同条第 4 項若し

くは第 6 項に規定する変更の届出を行うこと。 

1 外部搬入を実施する保育所においては、調理室として加熱、保存、配膳等のた

めに必要な調理機能を有する設備を有すること。具体的には、再加熱を行うため

の設備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切な用具及びス

ペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設備等を有すること。(最低基準

第 32 条の 2 本文、特区省令第 1 条本文関係) 

2 社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準を遵守すること。また、

保健衛生面・栄養面については保健所等による助言・相談に従うとともに、調理

業務の委託・受託については、「保護施設等における調理業務の委託について」

(昭和 62 年 3 月 9 日社施第 38 号)(参考 2)及び「保育所における調理業務の委託

について」(平成 10 年 2 月 18 日児発第 86 号)(参考 3)の内容に十分留意するこ

と。(最低基準第 32 条の 2 第 1～3 号、特区省令第 1 条第 1～3 号関係) 

3 子どもの年齢、発達の段階や健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、ア

トピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等子どもの食事の内容、回数や時機に

適切に応じることができること。(最低基準第 32 条の 2 第 4 号、特区省令第 1 条

第 4 号関係) 

4 食を通じた子どもの健全育成(食育)を図る観点から、食育プログラムに基づき

食事を提供するように努めること。食育プログラムとは、食育を図る観点から、

発育・発達過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めたものである。なお、食

育に関しては、「食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組

の推進について(平成 16 年 3 月 16 日雇児発第 0316007 号 )」及び「保育所におけ

る食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について

(平成 16 年 3 月 29 日雇児保発第 0329001 号 )」を参考にされたい。(最低基準第

32 条の 2 第 5 号、特区省令第 1 条第 5 号関係)
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●児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について 

(令和 2 年 3 月 31 日 ) 

(子母発 0331 第 1 号) 

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知) 

 

 「食事による栄養摂取量の基準」(令和 2 年 1 月 21 日厚生労働省告示第 10

号。以下「食事摂取基準」という。)が改正され令和 2 年 4 月 1 日から適用され

ることに伴い、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導につい

て」(令和 2 年 3 月 31 日子発 0331 第 1 号・障発 0331 第 8 号厚生労働省子ども家

庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)を発出したところであるが、

児童福祉施設における食事の提供の基本となる食事計画について、下記の事項に

留意の上、効果的に実施されるよう、貴管内児童福祉施設への周知方よろしく御配

意願いたい。 

なお、本通知の施行に伴い、平成 27 年 3 月 31 日雇児母発 0331 第 1 号本職通

知「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」は令

和 2 年 3 月 31 日をもって廃止する。 

また、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項の規

定に基づく技術的助言である。 

 

1 児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画の基本的考え

方 

 

(1) 「食事摂取基準」は、エネルギーについて、成人においては「ボディ・マ

ス・インデックス(BMI)」、参考として「推定エネルギー必要量」、栄養素につ

いては「推定平均必要量」「推奨量」「目安量」「耐容上限量」「目標量」とい

った複数の設定指標により構成されていることから、各栄養素及び指標の特徴を

十分理解して活用すること。 

 

(2) 「食事摂取基準」は、健康な個人及び集団を対象とし、国民の健康の保

持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基

準を示すものである。よって、児童福祉施設において、障害や疾患を有するなど

身体状況や生活状況等が個人によって著しく異なる場合には、一律の適用が困難

であることから、個々人の発育・発達状況、栄養状態、生活状況等に基づいた食

事計画を立てること。 

 

(3) 子どもの健康状態及び栄養状態に応じて、必要な栄養素について考慮する

こと。子どもの健康状態及び栄養状態に特に問題がないと判断される場合であっ

ても、基本的にエネルギー、たんぱく質、脂質、ビタミン A、ビタミン B1、ビタ
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ミン B2、ビタミン C、カルシウム、鉄、ナトリウム(食塩)、カリウム及び食物繊

維について考慮するのが望ましい。 

(4) 食事計画を目的として「食事摂取基準」を活用する場合には、集団特性を

把握し、それに見合った食事計画を決定した上で、献立の作成及び品質管理を行

った食事の提供を行い、一定期間ごとに摂取量調査や対象者特性の再調査を行

い、得られた情報等を活かして食事計画の見直しに努めること。その際、管理栄

養士等による適切な活用を図ること。 

 

 

2 児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画の策定に当たっ

ての留意点 

 

(1) 子どもの性、年齢、発育・発達状況、栄養状態、生活状況等を把握・評価

し、提供することが適当なエネルギー及び栄養素の量(以下「給与栄養量」とい

う。)の目標を設定するよう努めること。なお、給与栄養量の目標は、子どもの

発育・発達状況、栄養状態等の状況を踏まえ、定期的に見直すように努めるこ

と。 

 

(2) エネルギー摂取量の計画に当たっては、参考として示される推定エネルギ

ー必要量を用いても差し支えないが、健全な発育・発達を促すために必要なエネ

ルギー量を摂取することが基本となることから、定期的に身長及び体重を計測

し、成長曲線に照らし合わせるなど、個々人の成長の程度を観察し、評価するこ

と。 

 

(3) たんぱく質、脂質、炭水化物の総エネルギーに占める割合(エネルギー産生

栄養素バランス)については、三大栄養素が適正な割合によって構成されること

が求められることから、たんぱく質については 13％～20％、脂質については

20％～30％、炭水化物については 50％～65％の範囲を目安とすること。 

 

(4) 1 日のうち特定の食事(例えば昼食)を提供する場合は、対象となる子どもの

生活状況や栄養摂取状況を把握、評価した上で、1 日全体の食事に占める特定の

食事から摂取することが適当とされる給与栄養量の割合を勘案し、その目標を設

定するよう努めること。 

 

(5) 給与栄養量が確保できるように、献立作成を行うこと。 

 

(6) 献立作成に当たっては、季節感や地域性等を考慮し、品質が良く、幅広い

種類の食品を取り入れるように努めること。また、子どもの 咀嚼そしゃく や 

嚥下えんげ 機能、食具使用の発達状況等を観察し、その発達を促すことができ
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るよう、食品の種類や調理方法に配慮するとともに、子どもの食に関する嗜好や

体験が広がりかつ深まるよう、多様な食品や料理の組み合わせにも配慮するこ

と。また、特に、小規模グループケアやグループホーム化を実施している児童養

護施設や乳児院においては留意すること。 

3 児童福祉施設における食事計画の実施上の留意点 

 

(1) 子どもの健全な発育・発達を目指し、子どもの身体活動等を含めた生活状

況や、子どもの栄養状態、摂食量、残食量等の把握により、給与栄養量の目標の

達成度を評価し、その後の食事計画の改善に努めること。 

 

(2) 献立作成、調理、盛りつけ・配膳、喫食等各場面を通して関係する職員が

多岐にわたることから、定期的に施設長を含む関係職員による情報の共有を図

り、食事の計画・評価を行うこと。 

 

(3) 日々提供される食事が子どもの心身の健全育成にとって重要であることに

鑑み、施設や子どもの特性に応じて、将来を見据えた食を通じた自立支援にもつ

ながる「食育」の実践に努めること。 

 

(4) 食事の提供に係る業務が衛生的かつ安全に行われるよう、食事の提供に関

係する職員の健康診断及び定期検便、食品の衛生的取扱い並びに消毒等保健衛生

に万全に期し、食中毒や感染症の発生防止に努めること。  
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●社会福祉施設等における食品の安全確保等について 

(平成２０年３月７日) 

(／雇児総発第0307001号／社援基発第0307001号／障企発第0307001号／老計発第0307001号／) 

 

社会福祉施設、介護保険施設(以下「社会福祉施設等」という。)における衛生

管理の徹底については、従来より「社会福祉施設等における衛生管理の徹底につ

いて」(平成 15 年 12 月 12 日社援基発第 1212001 号課長連名通知)により、努め

ていただいているところであるが、先般の中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる

健康被害の発生を踏まえ、社会福祉施設等における中国天洋食品製造の食品の使

用状況及び当該食品に起因したと疑われる健康被害の発生の有無について調査を

行ったところ、別添の調査結果のとおり、健康被害の発生はなかったものの、中

国天洋食品製造の食品の使用が認められたところである。 

ついては、次の点に留意のうえ、社会福祉施設等における一層の食品の安全性

の確保及び衛生管理について、管内社会福祉施設等に対し周知徹底を図っていた

だきたい。 

① 食品の選定及び購入に当たっては、細心の注意を払い、安全なものを選択

するよう、万全を期すこと 

② 検食を食事提供前に行い、異味、異臭その他の異常が感じられる場合に

は、直ちに食事の提供を中止するなどの措置を講ずること 

③ 保健所等の関係機関と日頃から連携を図り、平時及び非常時における関係

者間の情報共有体制を構築すること 

④ 特に児童福祉施設については、食育の観点からも、子どもの食に関する嗜

好や体験が広がりかつ深まるよう、食品の選定及び購入に当たり、季節感や

地域性等を考慮し、鮮度の良い衛生的なものを選択するよう配慮すること 

 

また、都道府県等は、管内社会福祉施設等で健康被害が発生した場合又は健康

被害が生じるおそれがあると認められる事案が発生した場合に、迅速な対応が図

れるよう衛生部局、民生部局、市町村との連携体制を構築するとともに、速やか

に関係機関への連絡と併せて、厚生労働省所管部局に報告されたい。 
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●保育所における調理業務の委託について 

(平成１０年２月１８日) 

(児発第８６号) 

 

保育所における調理業務については、これまで施設の職員により行われるもの

とされていたが、地方分権推進委員会の第二次勧告の指摘等を踏まえ、給食の安

全・衛生や栄養等の質の確保が図られていることを前提としつつ、保育所本来の

事業の円滑な運営を阻害しない限りにおいて、左記の事項に留意の上、調理業務

の委託を認めることとし、平成一〇年四月一日から適用することとしたので、適

切な実施を期するよう、貴管下市区町村及び保育所に対し周知徹底及び指導方よ

ろしくお願いしたい。 

なお、本通知に従い調理業務の委託を行う施設のうち、全ての業務を委託する

施設にあっては、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成一〇年厚

生省令第一五号)第一条により、調理員を置かないことができるものである。 

 

記 

 
以上 

 
一 調理業務の委託についての基本的な考え方 

保育所における給食については、児童の発育段階や健康状態に応じた離乳食・

幼児食やアレルギー・アトピー等への配慮など、安全・衛生面及び栄養面等での

質の確保が図られるべきものであり、調理業務について保育所が責任をもって行

えるよう施設の職員により行われることが原則であり、望ましいこと。しかしな

がら、施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容に

より、施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合には、入所児童の

処遇の確保につながるよう十分配慮しつつ、当該業務を第三者に委託することは

差し支えないものであること。 

 

二 調理室について 

施設内の調理室を使用して調理させること。したがって、施設外で調理し搬入

する方法は認められないものであること。 

 

三 栄養面での配慮について 

調理業務の委託を行う施設にあっては、保育所や保健所・市町村等の栄養士に

より献立等について栄養面での指導を受けられるような体制にあるなど栄養士に

よる必要な配慮がなされていること。したがって、こうした体制がとられていな

い施設にあっては、調理業務の委託を行うことはできないものであること。 

四 施設の行う業務について 
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施設は次に掲げる業務を自ら実施すること。 

ア 受託事業者に対して、一の基本的な考え方の趣旨を踏まえ、保育所における

給食の重要性を認識させること。 

イ 入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明示するとともに、献

立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認すること。 

ウ 献立表に示された食事内容の調理等について、必要な事項を現場作業責任者

に指示を与えること。 

エ 毎回、検食を行うこと。 

オ 受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び検便の実施状況並びに結

果を確認すること。 

カ 調理業務の衛生的取扱い、購入材料その他契約の履行状況を確認すること。 

キ 随時児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行うとともに、栄養基準を

満たしていることを確認すること。 

ク 適正な発育や健康の保持増進の観点から、入所児童及び保護者に対する栄養

指導を積極的に進めるよう努めること。 

 

五 受託業者について 

受託業者は次に掲げる事項のすべてを満たすものであること。 

ア 保育所における給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材料を使用するととも

に所要の栄養量が確保される調理を行うものであること。 

イ 調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務を継続的かつ安定的

に遂行できる能力を有すると認められるものであること。 

ウ 受託業務に関し、専門的な立場から必要な指導を行う栄養士が確保されてい

るものであること。 

エ 調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当の経験を有するもの

であること。 

オ 調理業務従事者に対して、定期的に、衛生面及び技術面の教育又は訓練を実

施するものであること。 

カ 調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便を実施するものであ

ること。 

キ 不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わないものであること。 

 

六 業務の委託契約について 

施設が調理業務を業者に委託する場合には、その契約内容、施設と受託業者

との業務分担及び経費負担を明確にした契約書を取り交すこと。 

なお、その契約書には、前記五のア、エ、オ及びカに係る事項並びに次に掲

げる事項を明確にすること。 

ア 受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求めることができるこ

と。 
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イ 受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと保育所が認めたとき、

その他受託業者が適正な給食を確保する上で支障となる行為を行ったときは、

契約期間中であっても保育所側において契約を解除できること。 

ウ 受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場

合の業務の代行保証に関すること。 

エ 受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合及び契約に

定める義務を履行しないため保育所に損害を与えた場合は、受託業者は保育所

に対し損害賠償を行うこと。 

 

七 その他 

(一 ) 保育所全体の調理業務に対する保健衛生面・栄養面については、従来より

保健所等による助言・指導をお願いしているところであるが、今後とも保健所

や市町村の栄養士の活用等による指導が十分に行われるよう配慮すること。 

(二) 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市市長は、適宜、前記二から六ま

での条件の遵守等につき必要な指導を行うものとすること。 
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●佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例施行規則（抄）   平成 24年 3月 23日 
 
佐賀県規則第 5号 
〔佐賀県児童福祉法施行条例施行規則〕をここに公布する。 
佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例施行規則 (平 26規則 31・改称) 
 
(趣旨) 
第 1条 この規則は、佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例(平成 24年佐賀県条例第 20号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
(平 26規則 31・一部改正) 
(定義) 
第 2条 この規則で使用する用語は、児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)及び条例で使用する用
語の例による。 
(食育推進計画) 
第 3条 条例第 8条第 1項第 1号に規定する規則で定める食育推進計画は、次に掲げる事項を定
めるものとする。 
(1) 入所している乳幼児が健全な食習慣を身に付けるための発育及び発達段階に応じた指導に

関する事項 
(2) 保育士等関係者の食育に関する資質の向上を図るための研修等に関する事項 
(3) 農業体験等を通じた自然、生き物及び食べ物に対する乳幼児の関心を深めるための方策に関

する事項 
(4) 提供する食事に関する印刷物等の配布、講演会の開催等を通じた保護者に対する乳幼児期か

らの食育の重要性についての普及啓発に関する事項 
(5) 提供する食事における地産地消を推進するための県産の農林水産物等の利用促進に関する

事項 
2 前項の規定は、条例第 10条第 1項第 1号の規定により保育所が策定する食育推進計画につい
て準用する。この場合において、前項第 4号及び第 5号中「提供する食事」とあるのは、「給食」
と読み替えるものとする。 
3 第 1項の規定は、条例第 12条第 1項第 1号(第 15条第 1項及び第 16条第 1項において準用
する場合を含む。)の規定により児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設が策定す
る食育推進計画について準用する。この場合において、第 1項第 1号及び第 3号中「乳幼児」と
あるのは「児童」と、同項第 4 号中「乳幼児期からの食育」とあるのは「食育」と読み替えるも
のとする。 
(平 25規則 6・平 29規則 6・一部改正) 
 
第 4 条 条例第 13 条第 1 項第 1号に規定する規則で定める食育推進計画は、次に掲げる事項の
うち、入所している障害児の障害の特性、その置かれている環境等に応じて必要なものを定める

ものとする。 
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(1) 入所している障害児が健全な食習慣を身に付けるための発育及び発達段階に応じた指導に
関する事項 

(2) 児童指導員、保育士等関係者の食育に関する資質の向上を図るための研修等に関する事項 
(3) 農業体験等を通じた自然、生き物及び食べ物に対する障害児の関心を深めるための方策に関

する事項 
(4) 提供する食事に関する印刷物等の配布、講演会の開催等を通じた保護者に対する食育の重要

性についての普及啓発に関する事項 
(5) 提供する食事における地産地消を推進するための県産の農林水産物等の利用促進に関する

事項 
 
2 前項の規定は、条例第 14条第 1項おいて準用する条例第 13条第 1項第 1号の規定により児
童発達支援センターが策定する食育推進計画について準用する。この場合において、前項中「入

所している」とあるのは、「当該施設を利用している」と読み替えるものとする。 
(平 25規則 6・追加) 
 
(保育所の利用者等に周知する事項) 
第 5条 条例第 10条第 3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
(1) 保育所の位置及び設置者に関する事項 
(2) 保育所を開所している時間 
(3) 保育所の入所定員 
(4) 保育所が行う事業に関する事項 
(5) 食育推進計画の策定及び食育推進担当者の配置状況 
(6) 環境の保全について理解を深めるための教育の実施状況 
(7) 保健師又は看護師の配置状況 
(8) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 
(平 25規則 6・旧第 5条繰下・一部改正、平 26規則 73・旧第 6条繰上) 
 
(手数料の減免申請) 
第 6条 条例第 19条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式)
を知事に提出しなければならない。 
(平 25規則 6・旧第 6条繰下・一部改正、平 26規則 73・旧第 7条繰上) 
 
附 則この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 
附 則(平成 25年規則第 6号)この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
附 則(平成 26年規則第 31号)この規則は、平成 26年 6月 1日から施行する。 
附 則(平成 26年規則第 73号)この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成 29年規則第 6号)この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 
様式(第 6条関係) 
(平 25規則 6・平 26規則 31・平 26規則 73・一部改正) 


